
JP 2018-521555 A5 2019.6.13

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和1年6月13日(2019.6.13)

【公表番号】特表2018-521555(P2018-521555A)
【公表日】平成30年8月2日(2018.8.2)
【年通号数】公開・登録公報2018-029
【出願番号】特願2017-561642(P2017-561642)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ  19/70     (2014.01)
   Ｈ０４Ｎ  19/91     (2014.01)
   Ｈ０４Ｎ  19/13     (2014.01)
   Ｈ０４Ｎ  19/157    (2014.01)
   Ｈ０４Ｎ  19/174    (2014.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   19/70     　　　　
   Ｈ０４Ｎ   19/91     　　　　
   Ｈ０４Ｎ   19/13     　　　　
   Ｈ０４Ｎ   19/157    　　　　
   Ｈ０４Ｎ   19/174    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月13日(2019.5.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオデータをエントロピーコーディングする方法であって、前記方法は、
　前記ビデオデータのスライス中のシンタックス要素のための値をエントロピーコーディ
ングするために、コンテキスト適応型エントロピーコーディングプロセスにおいて使用さ
れる複数のコンテキストのうちのコンテキストのためのあらかじめ定義された初期化値を
取得することと、ここにおいて、前記あらかじめ定義された初期化値がＮビット精度で記
憶される、
　前記あらかじめ定義された初期化値に基づいて、およびルックアップテーブルを使用し
て、前記ビデオデータの前記スライスのための前記コンテキストの初期確率状態を決定す
ることと、ここにおいて、前記コンテキストのための可能な確率状態の数が２のＮ乗より
も大きく、前記ルックアップテーブル中のｉ番目の値は、
　　前記コンテキストのための可能な確率状態の前記数と、１シンボルの可能な確率のセ
ットを表すテーブル中のｉ番目の値との積と、
　　オフセット値と
　の和のｆｌｏｏｒまたはｃｅｉｌに等しい整数である、
　前記コンテキストの前記初期確率状態に基づいて、前記シンタックス要素のための前記
値のビンをエントロピーコーディングすることと
を備える、方法。
【請求項２】
　前記オフセット値は、第１のオフセット値であり、前記方法は、
　前記あらかじめ定義された初期化値に基づいて、傾斜値と第２のオフセット値とを決定
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すること
　をさらに備え、ここにおいて、前記初期確率状態を決定することは、
　　前記傾斜値と、前記第２のオフセット値と、前記ビデオデータの前記スライスの量子
化パラメータとに基づいて中間値を決定することと、
　　前記ルックアップテーブルを使用して、前記中間値を前記初期確率状態にマッピング
することと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ルックアップテーブルは、２のＮ乗よりも小さいかまたはそれに等しい数のエント
リを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　エントリの前記数が前記中間値の可能な値の数に等しい、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　可能な確率のセットを表す前記テーブル中の前記ｉ番目の値が１シンボルの前記ｉ番目
の可能な確率である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記コンテキストのための可能な確率状態の前記数は、２のＮ乗よりも大きいかまたは
それに等しい、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　Ｎが８であり、前記コンテキストのための可能な確率状態の前記数が２の１５乗である
、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記オフセット値が０．５または０に等しい、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　エントロピーコーディングすることは、前記ビンをエントロピー符号化することを備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　エントロピーコーディングすることは、前記ビンをエントロピー復号することを備える
、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記コンテキスト適応型エントロピーコーディングプロセスは、コンテキスト適応型バ
イナリ算術コーディング（ＣＡＢＡＣ）プロセス、またはコンテキスト適応型可変長コー
ディング（ＣＡＶＬＣ）プロセスを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ルックアップテーブルは、以下の式
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【数１】

　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　ビデオデータのエントロピーコーディングのための装置であって、前記装置は、
　前記ビデオデータのスライス中のシンタックス要素のための値をエントロピーコーディ
ングするために、コンテキスト適応型エントロピーコーディングプロセスにおいて使用さ
れる複数のコンテキストのうちのコンテキストのためのあらかじめ定義された初期化値を
取得するための手段と、ここにおいて、前記あらかじめ定義された初期化値がＮビット精
度で記憶される、
　前記あらかじめ定義された初期化値に基づいて、およびルックアップテーブルを使用し
て、前記ビデオデータの前記スライスのための前記コンテキストの初期確率状態を決定す
るための手段と、ここにおいて、前記コンテキストのための可能な確率状態の数が２のＮ
乗よりも大きく、前記ルックアップテーブル中のｉ番目の値は、
　　前記コンテキストのための可能な確率状態の前記数と、１シンボルの可能な確率のセ
ットを表すテーブル中のｉ番目の値との積と、
　　オフセット値と
　の和のｆｌｏｏｒまたはｃｅｉｌに等しい整数である、
　前記コンテキストの前記初期確率状態に基づいて、前記シンタックス要素のための前記
値のビンをエントロピーコーディングするための手段と
　を備える、装置。
【請求項１４】
　実行されたとき、ビデオコーディングデバイスの１つまたは複数のプロセッサに、請求
項１乃至１２のいずれかに記載の方法を行わせる命令を記憶するコンピュータ可読記憶媒
体。
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